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1 マイナンバーのそもそも

マイナンバー（個
こ

人
じん

番
ばん

号
ごう

）というのは、日
に

本
ほん

に

住
す

んでいるひと全
ぜん

員
いん

に与
あた

えられる一
ひと

人
り

ひとりちがっ

た12個
こ

の数
すう

字
じ

を並
なら

べたもので、この番
ばん

号
ごう

によっ

ていろいろな情
じょうほう

報が誰
だれ

のものか分
わ

かるようになっ

てるんだ。

そして、一
ひと

人
り

ひとりの番
ばん

号
ごう

を作
つく

って、お知
し

らせ

しているのが、みんなが住
す

んでいる町
まち

の役
やく

所
しょ

な

んだよ。

12個
こ

の数
すう

字
じ

でマイナンバーを

作
つく

ってくれるのは住
す

んでる町
まち

の役
やく

所
しょ1
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国
くに

や町
まち

の役
やく

所
しょ

などのやりとりに

役
やく

に立
た

つマイナンバー
2

マイナンバーは、みんなが国
くに

や町
まち

の役
やく

所
しょ

などと

やりとりをするときに使
つか

うもので、いろいろなや

りとりに役
やく

に立
た

つものなんだ。

これを使
つか

うと、国
くに

や町
まち

の役
やく

所
しょ

などで使
つか

うお金
かね

の

ムダがなくなったり、仕
し

事
ごと

がはかどったりして、

みんながしてほしいサービスがよりよくなる

と言
い

われているんだよ。
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マイナンバーを使
つか

うと、みんなのくらし

が 便
べん り

利 になると言
い

われているんだよ。

みんなが、国
くに

や町
まち

の役
やく

所
しょ

などから、サー

ビスを受
う

けようとするときに、マイナン

バーを使
つか

うと、出
だ

さなくてはいけない書
しょるい

類

を 減
へ

らす ことができるんだ。

それから、 マイナンバーカード や マ

イナポータル は、みんなのくらしに役
やく

立
だ

つように、いろいろな 使
つか

い方
かた

 が考
かんが

えられ

ているんだよ。

POINT !
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マイナンバーが使
つか

えるのは法
ほう

律
りつ

で

決
き

められたやりとりだけ
3

マイナンバーを使
つか

うことができるのは、法
ほう

律
りつ

で

決
き

められたやりとり だけで、これ以
い

外
がい

で、マイ

ナンバーを使
つか

うことはできないんだよ。

国
くに

や町
まち

の役
やく

所
しょ

などは、このマイナンバーを使
つか

っ

て、国
くに

やほかの町
まち

の役
やく

所
しょ

などが持
も

っているみんな

の情
じょうほう

報 を受
う

け取
と

ったり、渡
わた

したりするんだ。

そうすると、みんなとやりとりをするときに、

その 情
じょう

報
ほう

を、みんなからもらわなくてもよ

くなる ようになるんだよ。
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POINT !

持
も

っていれば便
べん

利
り

になる

マイナンバーカード
4

 マイナンバーカード は、マイナンバーを

持
も

っている人
ひと

が欲
ほ

しいと言
い

えば、みんなが住
す

んで

る町
まち

の役
やくしょ

所が作
つく

ってくれるんだよ。これは プラ

スチック でできていて、 I
アイシー

C チップ が入
はい

ってい

るカードなんだ。

マイナンバーができると、通
つう

知
ち

カードが

送
おく

られてくるけど、これは、 マイナンバー

カードとは違
ちが

う ものだよ。
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POINT !

また、マイナンバーカードは、自
じ

分
ぶん

の名
な

前
まえ

や

住
じゅうしょ

所などを 確
かく

認
にん

 してもらうときに使
つか

えるんだよ。

それから、マイナンバーを誰
だれ

かに教
おし

える時
とき

に、

そのマイナンバーが自
じ

分
ぶん

のものであることを 確
かく

認
にん

 してもらうときにも使
つか

えるんだよ。

マイナンバーカードを使
つか

うときには、マ

イナンバーカードのうらにマイナンバーが

書
か

かれていることを忘
わす

れないでね。マイ

ナンバーカードのうらに書
か

いてあるマイ

ナンバーを コピー したり、 書
か

き取
と

った

り すると、法
ほう

律
りつ

で決
き

められた ルールを

破
やぶ

る ことがあるから気
き

をつけてね。
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POINT !

マイナンバーカードの使
つか

い方
かた

はいろいろ

考
かんが

えられていて、例
たと

えば、図
と

書
しょ

館
かん

カードや

いろんな証
しょうめいしょ

明書のかわりに使
つか

うことや、コ

ンビニなどで、町
まち

の役
やく

所
しょ

からもらう書
しょるい

類な

どがもらえるようになるみたいだよ。
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見
み

てみると何
なに

かと助
たす

けになる

マイナポータル
5

 マイナポータル っていうのは、一
ひと

人
り

ひとり

が使
つか

えるインターネット上
じょう

のサイトで、国
くに

や町
まち

の

役
やく

所
しょ

などがマイナンバーといっしょに持
も

っている

情
じょうほう

報を見
み

る ことができたり、国
くに

や町
まち

の役
やく

所
しょ

など

が、みんなの情
じょうほう

報を聞
き

いたり教
おし

えたりした記
き

録
ろく

を見
み

ることができたりするものなんだよ。

それ以
い

外
がい

にも、みんなにとって必
ひつ

要
よう

なサービ

スを届
とど

ける ことができるようにする予
よ

定
てい

だよ。
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POINT !

マイナポータルにはみんなが期
き

待
たい

してい

て、これからいろんなことに使
つか

えるように

なるみたいだよ。

例
たと

えば、①予
よ

防
ぼう

接
せっ

種
しゅ

のお知
し

らせやみんな

が受
う

けられるサービスのお知
し

らせなどが受
う

け取
と

ることができたり、②国
くに

や町
まち

の役
やく

所
しょ

な

どから送
おく

られてくる書
しょ

類
るい

を受
う

け取
と

ることが

できたり、③みんなが受
う

けたいサービスを

お願
ねが

いするときの書
しょるい

類を送
おく

ることができた

り、④国
くに

や町
まち

の役
やくしょ

所などに払
はら

うお金
かね

を納
おさ

め

ることができたり、⑤引
ひっ

越
こ

しをしたときに、

電
でん

気
き

やガスや水
すい

道
どう

が使
つか

えるように、住
じゅうしょ

所が

変
か

わったことをお知
し

らせすることができた

りするようになるみたいなんだよ。
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2 マイナンバーを守
まも

るためのルール

マイナンバーが使
つか

えるのは

決
き

められたやりとりだけ!
1

マイナンバーは、国
くに

や町
まち

の役
やくしょ

所、会
かいしゃ

社や銀
ぎん

行
こう

な

どで使
つか

われるけど、法
ほう

律
りつ

で決
き

められたことに

しか使
つ か

えないんだよ。何
なに

にでも使
つか

えることが

できるわけではないんだよ。
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マイナンバーをもらえるのは

決
き

められた場
ば

合
あい

だけ!
2

マイナンバーを、誰
だれ

かほかの人
ひと

からもらおうと

するときも、法
ほう

律
りつ

で決
き

められた場
ば

合
あい

でしか、マイ

ナンバーをもらいたいと言
い

うことはできな

い んだよ。

そして、それができるのは、国
くに

や町
まち

の役
やくしょ

所だっ

たり、会
かいしゃ

社や銀
ぎん

行
こう

などだったりするんだよ。
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マイナンバーは決
き

められた場
ば

合
あい

で

しか教
おし

えてはいけないよ
3

マイナンバーは、みんなが持
も

っているんだけど、

誰
だれ

にでも教
おし

えてよいものではなくて、法
ほう

律
りつ

で、教
お し

えてよい相
あ い

手
て

や場
ば

面
め ん

などが決
き

められてい

る んだよ。

国
くに

や町
まち

の役
やく

所
しょ

などは、マイナンバーを使
つか

って、

みんなの情
じょうほう

報を教
おし

えたり、聞
き

いたりして、仕
し

事
ごと

を

しているんだ。

また、会
かい

社
しゃ

や銀
ぎん

行
こう

などは、国
くに

や町
まち

の役
やく

所
しょ

などと

やりとりをして、国
くに

や町
まち

の役
やく

所
しょ

などの仕
し

事
ごと

を助
たす

け

ているから、マイナンバーを使
つか

うことができるこ

とになっているんだよ。
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これらの人
ひと

たちには、マイナンバーを教
おし

えて

よい ことになっているし、みんなのマイナンバー

を持
も

っているこれらの人
ひと

たちも、みんなのマイナ

ンバーを教
おし

えてもよい ことになっているんだ。

でも、だからといって、どんなときでもマイナ

ンバーを教
おし

えてよいわけではなくて、マイナンバー

を教
おし

えてもよいのは、法
ほう

律
りつ

で決
き

められた場
ば

合
あい

だけ なんだよ。
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ほかの人
ひと

のマイナンバーは決
き

められ

た場
ば

合
あい

でしか集
あつ

めてはいけないよ
4

マイナンバーを使
つか

える人
ひと

たちは、ほかの人
ひと

のマ

イナンバーを聞
き

いて仕
し

事
ごと

をすることができるんだ

けど、マイナンバーを集
あ つ

められる場
ば

合
あ い

 も、法
ほう

律
りつ

で決
き

められているんだよ。
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ほかの人
ひと

のマイナンバーは決
き

められた

場
ば

合
あい

でしか持
も

っていてはいけないよ
5

ほかの人
ひと

のマイナンバーは、法
ほう

律
りつ

で決
き

められた

場
ば

合
あい

でしか、教
おし

えたり、聞
き

いたりすることができ

ないようになっているから、国
くに

や町
まち

の役
やく しょ

所、会
かい

社
しゃ

や銀
ぎん

行
こう

などが仕
し

事
ごと

で使
つか

う必
ひ つ

要
よ う

があるときだ

け 、持
も

っていられるんだよ。

それから、マイナンバーは大
たい

切
せつ

なものだから、

ほかの人
ひと

のマイナンバーを教
おし

えてもらったら、み

んなに見
み

られないように、教
おし

えてもらったマイナ

ンバーは大
た い

切
せ つ

に保
ほ

管
か ん

 して、みんなに見
み

られない

ようにしてね。
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ほかの人
ひと

のマイナンバーは必
ひつ

要
よう

が

なくなったら捨
す

てないといけないよ
6

ほかの人
ひと

のマイナンバーは、国
くに

や町
まち

の役
やく

所
しょ

、会
かい

社
しゃ

や銀
ぎん

行
こう

などが仕
し

事
ごと

で使
つか

う必
ひつ

要
よう

があるときだけ、

持
も

っていられることになっているから、必
ひ つ

要
よ う

が

なくなったら、捨
す

てないといけないんだよ。 
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3 マイナンバーを扱
あつか

うときのルール

マイナンバーを使
つか

えるのは、国
くに

や町
まち

の役
やく

所
しょ

、会
かい

社
しゃ

や銀
ぎん

行
こう

などなんだけど、マイナンバーを使
つか

うと

きには、守
まも

らなくてはいけないルール がいろい

ろあって、それは法
ほう

律
りつ

 で決
き

められているんだよ。

マイナンバーを使
つか

う人
ひと

たちは、この法
ほう

律
りつ

 を守
まも

って、

仕
し

事
ごと

をしているんだよ。

それと、マイナンバーを使
つか

う人
ひと

たちが、その法
ほう

律
りつ

を守
まも

るためにしなければいけないことは、マ

イナンバー・ガイドライン で決
き

められてい

るんだよ。

マイナンバー・ガイドラインに書
か

いてあるこ

とをやらないと、法
ほう

律
りつ

に書
か

いてあるルールを

守
まも

ってない ことになるかもしれないんだよ。
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そのマイナンバー・ガイドラインの中
なか

には、マ

イナンバーやマイナンバーが書
か

いてある書
しょ

類
るい

を大
たい

切
せつ

に 扱
あつか

ってもらうために、どういう風
ふう

に 扱
あつか

った

らよいかとか、どういう風
ふう

に保
ほ

管
かん

しておけばよい

かとかが、分
わ

かりやすく書
か

いてあるんだよ。

だから、みんなのマイナンバーは、マイナンバー

を使
つか

って仕
し

事
ごと

をしている人
ひと

たちが、マイナンバー

を守
まも

るためにしなければいけないことをきちんと

やって、大
たい

切
せつ

に扱
あつか

わなければいけないんだよ。
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4 個
こ

人
じん

情
じょうほう

報保
ほ

護
ご

委
い

員
いん

会
かい

というところ

マイナンバーを使
つか

うときには、守
まも

らなければい

けないルールや、そのルールを守
まも

るためにしなけ

ればいけないことが、法
ほう

律
りつ

などで決
き

められているっ

ていうことはさっき説
せつ

明
めい

したけど、だからといっ

て、みんなが、そのルールを守
まも

って、マイナンバー

を扱
あつか

ってくれるかどうかは分
わ

からないよね?

だから、国
くに

は、マイナンバーを使
つか

う人
ひと

たちが、

ちゃんとルールを守
まも

っているかどうか、見
み

張
は

っ

てくれる所
ところ

 を決
き

めていて、それが、個
こ

人
じん

情
じょうほう

報

保
ほ

護
ご

委
い

員
いん

会
かい

 というところなんだよ。

そこは、マイナンバーを使
つか

うときに、ルールを

守
まも

っていない人
ひと

たちに対
たい

して、ちゃんとルールを

守
まも

るように、命
めい

令
れい

することができるんだよ。
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それと、ルールを守
まも

っていない人
ひと

が、この個
こ

人
じん

情
じょうほう

報保
ほ

護
ご

委
い

員
いん

会
かい

のいうことを聞
き

かないと、ペナ

ルティーが与
あた

えられる こともあるんだよ。

こうして、マイナンバーは、いろんなところで、

安
あん

全
ぜん

に 使
つか

えるようにしてあるんだよ。

みんなも、自
じ

分
ぶん

のマイナンバーが、大
たい

切
せつ

に扱
あつか

われているかどうか心
しん

配
ぱい

になったら、この個
こ

人
じん

情
じょうほう

報保
ほ

護
ご

委
い

員
いん

会
かい

 というところに相
そう

談
だん

してみる

といいよ。
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マイナンバーは、大
たい

切
せつ

なものだから、なくさな

いように、気
き

を付
つ

けないといけないよ。

それと、マイナンバーを紙
かみ

に書
か

いたり、マイナ

ンバーが書
か

いてある紙
かみ

を、むやみに人
ひと

に見
み

せたり

しないようにね。

それから、出
で

かけるときに持
も

ち歩
ある

くと、どこか

に落
お

とすかもしれないから、必
ひつ

要
よう

がないときに、

むやみに持
も

ち歩
ある

かないほうがいいよ。

最
さい

後
ご

に、おねがい!
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